
別紙１ 
 

南和広域医療企業団院内保育所 管理運営委託料前提条件 

 

 

運営委託料について、１年分の委託料を以下の内容で算定すること。 

また、以下の内容は実際の委託内容とは異なる可能性があること。 

 

１ 算定期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。 

  開所日は、仕様書４．保育内容（４）のとおりとする。 

 

２ 保育内容 

基本保育  午前７時３０分から午後６時３０分まで  （１１時間保育）昼食、間食 

延長保育  午後６時３０分から午後７時３０分まで 

夜間保育  午後３時３０分から翌午前１０時００分まで（週１回実施） 夕食、朝食、間食 

   ※定員枠に余裕がある時は、上記保育時間の範囲内において一時保育を実施する場合あり。 

 

３ 給食 

  保育所内で調理を行う場合は、調理員の人件費も算定すること。 

  食材費も必要経費に含めること。 

 

４ 保育児童数 

  定員 ２５名 

 

  仮定児童           基本保育    夜間保育 

  内訳 ０歳児（３ヶ月以上）    ９名     ２名 

     １・２歳児        １１名     ８名 

     ３歳児以上         ５名     ４名 

     合 計          ２５名    １４名 

  ただし、夜間保育人員については、勤務形態により、想定人員を下回る場合あり。 

   

  仮定登降所時間 保育児童は原則午前７時３０分以降に登所し、 

          午後６時３０分までに降所するものとする。 

          夜間保育児童は原則午後３時３０分以降に登所し、 

          翌午前１０時までに降所するものとする。 

    

５ 職員配置等 

  保育士、調理員等は児童福祉施設最低基準で規定する有資格者人数を下回らないこと。 

 

６ 南和広域医療企業団にて負担する経費等（提案算定対象外） 

  遊具含む備品及び開設時に必要な消耗品等 

  保育所運営上必要な光熱水費 

  施設、備品の修繕等の維持管理費用 

 

７ その他 

  詳細は今後協議して決定するものとする。 

  提案根拠は契約時に適用するもので算定すること。 


